
ＪＲ東海労ニュース

60歳以降の雇用制度改善、
労働条件改善を勝ち取ろう！
本部は８月９日、2013年度基本協約・協定改訂に関する申し入れ（『申』第

７号）を提出しました。いよいよ、交渉がスタートします。

この間、各機関で行われた大会などで、専任Ⅴにおける雇用差別の問題が大

きな課題となりました。さらに、乗務員職場の多くの組合員から60歳以降の体

力問題が意見として出され、専任社員として働きたくても働けない条件に置か

れていることが浮き彫りになっています。

今年４月１日、改正高年齢者雇用安定法が施行されました。この法律の趣旨

は、希望者全員が65歳まで働ける制度とすることです。しかし、ＪＲ東海は、

法の抜け道を利用し、経過措置をそのまま悪用したのです。ＪＲ東海労組合員

が劣悪な社員というのでしょうか。専任Ⅴにされた組合員は、この間無事故で

がんばってきた人たちばかりです。他方、最大組合員数を抱えるＪＲ東海ユニ

オンで専任Ⅴになった組合員がいるということを聞いたことはありません。Ｊ

Ｒ東海労破壊を目的とした雇用差別です。専任Ⅴ撤回に向けて最大限闘ってい

こうではありませんか。

また、ＪＲ東海では、乗務員の専任社員希望者は他職種と比較すると非常に

少ないのが現状です。この原因は、乗務労働の特殊性にあります。乗務員勤務

制度が改悪されてから特に労働条件が劣悪化しました。会社は、乗務員の専任

社員希望者が少ない現状をしりつつ、何ら対策を取ろうとしません。ＪＲ他社

は、短時間労働などの制度をつくり、高齢者が安心して働ける職場環境をつく

りました。他社で出来てＪＲ東海でなぜ出来ないのでしょうか。

東海道新幹線も在来線も多くの列車が走っています。短時間行路が出来ない

はずはありません。「非効率になる」という会社の言い訳は通用しません。職

場から声をあげ、高齢者の条件労働改善の闘いを展開していきましょう。
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